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論壇
直
面
す
る
事
案

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
事
案

は
、
図
に
あ
る
よ
う
な
家
族
構

成
で
、
資
産
家
で
あ
る
父
甲
が

死
亡
し
相
続
（
第
一
次
相
続
）

が
開
始
、
そ
の
遺
産
分
割
協
議

が
未
了
の
間
に
母
乙
の
相
続

（
第
二
次
相
続
）
が
発
生
し
た

い
わ
ゆ
る
再
転
相
続
の
ケ
ー
ス

で
あ
る
。

父
甲

母
乙

子
Ａ

子
Ｂ

こ
の
と
き
第
一
次
相
続
、
第

二
次
相
続
を
つ
う
じ
て
納
付
す

べ
き
相
続
税
額
を
最
小
に
す
る

に
は
、
第
一
次
相
続
に
お
い
て

母
乙
に
ど
の
程
度
の
遺
産
を
分

属
さ
せ
る
べ
き
か
試
算
す
る
実

務
に
直
面
し
た
と
す
る
。

疑
問
の
所
在

一
般
的
に
は
、
配
偶
者
税
額

軽
減
の
特
例
（
相
法
19
の
2
）

と
小
規
模
宅
地
等
の
課
税
価
格

特
例
（
措
法
69
の
4
）
等
の
適

用
を
斟
酌
し
て
、
第
一
次
相
続

に
お
い
て
、
母
乙
に
は
法
定
相

続
分
に
応
じ
た
価
額
に
相
当
す

る
財
産
を
分
属
さ
せ
る
方
途
を

検
討
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
こ
で
は
、
第
二
案
と
し
て
、

第
一
次
相
続
に
お
い
て
全
て
の

財
産
を
母
乙
に
相
続
さ
せ
、
上

記
諸
特
例
を
適
用
の
上
第
一
次

の
相
続
税
額
を
算
出
し
、
第
二

次
相
続
に
お
い
て
は
、
再
び
小

規
模
宅
地
等
の
特
例
を
適
用
し

つ
つ
、
第
一
次
相
続
に
お
い
て

算
出
さ
れ
た
母
乙
に
か
か
る
相

続
税
額
に
つ
い
て
、
債
務
控
除

及
び
相
次
相
続
控
除
の
双
方
を

適
用
す
る
方
途
を
考
察
す
る
。

こ
の
第
二
案
に
よ
れ
ば
、
財
産

ボ
リ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
は
第
一

案
よ
り
大
幅
に
税
額
が
減
少
す

る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
が
、

は
た
し
て
第
二
次
相
続
に
お
い

て
両
控
除
の
適
用
は
可
能
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

論
点
考
察

債
務
控
除
に
係
る
条
文
（
相

法
13
、14
相
令
3
）
及
び
相
次

相
続
控
除
に
係
る
条
文
（
相
法

20
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
確
認

し
て
み
る
と
、
本
事
案
で
は
第

一
次
相
続
に
お
い
て
「
母
乙
が

相
続
に
よ
り
取
得
し
て
い
る
財

産
に
つ
き
課
せ
ら
れ
た
相
続
税

額
」（
傍
線
筆
者
）が
そ
の
控
除

の
対
象
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
二
次
相
続
に
お
け
る
当

該
各
控
除
の
適
用
の
可
否
は
、

第
一
次
相
続
に
お
い
て
遺
産
分

割
協
議
に
参
加
し
な
い
で
死
亡

し
た
母
乙
は
、
実
際
に
財
産
を

取
得
し
て
い
る
の
か
否
か
、
と

い
う
こ
と
に
論
点
は
帰
着
す
る

と
考
え
る
。

な
お
、
分
割
取
得
が
そ
の
適

用
要
件
と
さ
れ
る
配
偶
者
税
額

軽
減
特
例
や
小
規
模
宅
地
等
の

特
例
に
は
、
本
件
の
よ
う
な
ケ

ー
ス
で
は
そ
の
適
用
を
認
め
る

取
扱
通
達
（
相
基
通
19
の
2
―

5
、
措
通
69
の
4
―
25
）
が
用

意
さ
れ
て
い
る
が
、
債
務
控
除

や
相
次
相
続
控
除
に
つ
い
て
は

特
段
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。

平
成
17
年
10
月
最
高
裁
判
例

遺
産
分
割
の
前
に
死
亡
し
た

相
続
人
が
第
一
次
相
続
に
か
か

る
遺
産
に
対
し
て
有
し
て
い
た

権
利
の
性
質
に
つ
い
て
の
平
成

17
年
10
月
の
最
高
裁
判
例
は
有

用
で
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
父

甲
の
相
続
が
開
始
し
て
、
遺
産

分
割
協
議
未
了
の
間
に
母
乙
に

つ
い
て
第
二
次
相
続
が
開
始
し

た
場
合
に
お
い
て
、
乙
か
ら
特

別
受
益
を
受
け
た
子
が
あ
る
と

き
の
当
該
特
別
受
益
分
を
持
ち

戻
す
こ
と
の
要
否
が
争
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

【
第
二
審
】
大
阪
高
裁

平
成
17
年
2
月
28
日
判
決

平
成
16（
ラ
）1
1
5
7

（
要
旨
）

○

乙
に
は
、
そ
の
相
続

開
始
時
に
お
い
て
、
遺

産
分
割
の
対
象
と
な
る

固
有
の
財
産
は
な
く
、

甲
の
遺
産
に
対
す
る
乙

の
相
続
分
は
、
甲
の
遺

産
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
抽
象
的

な
法
的
地
位
で
あ
っ

て
、
遺
産
分
割
の
対
象

と
な
り
得
る
具
体
的
な

財
産
権
で
は
な
い
。

○

乙
に
は
そ
の
相
続
開

始
時
に
遺
産
分
割
の
対

象
と
な
る
固
有
の
財
産

も
な
い
か
ら
、
相
手
方

に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て

い
る
乙
か
ら
の
特
別
受

益
を
考
慮
す
る
場
面
は

な
い
。

【
抗
告
審
】
最
高
裁

平

成
17
年
10
月
11
日
判
決

平
成
17（
許
）14（
要
旨
）

○

遺
産
は
、
相
続
人
が

数
人
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
れ
が
当
然
に
分

割
さ
れ
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
相
続
開
始
か

ら
遺
産
分
割
ま
で
の

間
、
共
同
相
続
人
の
共

有
に
属
し
、
こ
の
共
有

の
性
質
は
、
基
本
的
に

は
民
法
2
4
9
条
以
下

に
規
定
す
る
共
有
と
性

質
を
異
に
す
る
も
の
で

は
な
い
。

○

共
同
相
続
人
が
取
得

す
る
遺
産
の
共
有
持
分

権
は
、
実
体
上
の
権
利

で
あ
っ
て
遺
産
分
割
の

対
象
と
な
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

○

乙
は
、
甲
の
相
続
の

開
始
と
同
時
に
、
甲
の

遺
産
に
つ
い
て
相
続
分

に
応
じ
た
共
有
持
分
権

を
取
得
し
て
お
り
、
こ

れ
は
乙
の
遺
産
を
構
成

す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
乙
の
共
同

相
続
人
で
あ
る
抗
告
人

及
び
相
手
方
ら
に
分
属

さ
せ
る
に
は
、
遺
産
分

割
手
続
を
経
る
必
要
が

あ
り
、
共
同
相
続
人
の

中
に
乙
か
ら
特
別
受
益

に
当
た
る
贈
与
を
受
け

た
者
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
持
戻
し
を
し
て
各

共
同
相
続
人
の
具
体
的

相
続
分
を
算
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
で

は
、
母
乙
は
父
甲
の
相
続
の
開

始
と
同
時
に
、
父
甲
の
遺
産
に

つ
い
て
遺
産
分
割
手
続
に
よ
っ

て
分
属
さ
せ
る
べ
き
相
続
分
に

応
じ
た
共
有
持
分
権
を
取
得
し

て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

な
お
、
学
説
で
は
最
高
裁
の

判
断
に
沿
っ
た「
遺
産
説
」と
大

阪
高
裁
の
判
断
に
沿
っ
た
「
非

遺
産
説
」
が
並
立
し
て
い
る
。

一
方
、
相
続
税
法
の
立
場

は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
相
続

税
法
55
条
（
未
分
割
遺
産
に
対

す
る
課
税
）
に
お
い
て
、
相
続

に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
つ
い

て
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

そ
の
取
得
し
た
財
産
の
全
部
又

は
一
部
が
共
同
相
続
人
に
よ
っ

て
ま
だ
分
割
さ
れ
て
い
な
い
財

産
に
つ
い
て
は
、
各
共
同
相
続

人
が
民
法
の
規
定
に
よ
る
相
続

分
の
割
合
に
従
っ
て
当
該
財
産

を
取
得
し
た
も
の
と
し
て
課
税

価
格
を
計
算
す
る
、
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
、「
遺
産
説
」

に
立
脚
し
て
い
る
と
解
釈
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
未

分
割
財
産
に
つ
い
て
の
性
質
が

仮
に
「
非
遺
産
説
」
的
解
釈
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
相
続
税
は

こ
の
時
点
で
独
自
に
課
税
す

る
、
と
い
う
規
定
と
解
釈
す
れ

ば
、
相
続
税
法
55
条
は
母
乙
の

第
一
次
相
続
の
遺
産
に
有
す
る

権
利
の
性
質
を
明
確
に
説
明
し

た
規
定
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

と
考
え
る
。

相
続
人
が
一
人
と
な
っ
た
場
合
の
再
転
相

続
（
平
成
26
年
9
月
東
京
高
裁
判
例
）

同
じ
再
転
相
続
の
相
続
税
実

務
に
お
い
て
、
最
後
に
相
続
人

が
一
人
と
な
っ
て
し
ま
う
事
案

父
甲

母
乙

子

も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
は
、
被
相
続
人
父
甲
の

遺
産
に
つ
い
て
遺
産
分
割
未
了

の
ま
ま
母
乙
が
死
亡
し
、
た
だ

一
人
の
相
続
人
で
あ
る
子
が
父

甲
の
保
有
不
動
産
の
全
部
を
直

接
相
続
し
た
旨
を
記
載
し
た

「
遺
産
処
分
決
定
書
」
と
称
す

る
書
面
を
添
付
し
て
、
相
続
を

原
因
と
し
た
所
有
権
移
転
登
記

を
申
請
し
た
が
、
登
記
官
が
遺

産
分
割
協
議
書
等
の
登
記
原
因

証
明
情
報
の
提
供
が
な
い
以

上
、
法
定
相
続
に
よ
る
登
記
を

す
る
ほ
か
な
い
と
し
て
申
請
を

却
下
し
た
処
分
の
違
法
性
を
争

っ
た
も
の
で
あ
る
。

【
第
一
審
】
東
京
地
裁

平
成
26
年
3
月
13
日

平

成
25
年（
行
ウ
）第
3
7
2

号

請
求
棄
却
（
要
旨
）

○

原
告
は
、
本
件
2
次

相
続
の
開
始
（
亡
乙
の

死
亡
）時
に
お
い
て
、亡

乙
の
遺
産
を
取
得
し
て

お
り
、原
告
が
、本
件
2

次
相
続
の
開
始
後
、
既

に
自
己
に
帰
属
し
て
い

る
亡
乙
の
遺
産
（
亡
甲

の
遺
産
に
対
す
る
相
続

分
）を
、改
め
て
自
己
に

帰
属
さ
せ
る
旨
の
意
思

表
示（
遺
産
処
分
決
定
な

い
し
遺
産
分
割
協
議
）を

観
念
す
る
余
地
は
な
い
。

○

本
件
2
次
相
続
の
開

始
時
に
亡
甲
の
遺
産
に

係
る
遺
産
共
有
状
態
は

解
消
さ
れ
て
お
り
、
原

告
が
、
亡
乙
の
死
亡
後

に
お
い
て
、
本
件
1
次

相
続
に
お
け
る
亡
乙
の

相
続
人
と
し
て
の
地
位

と
、
原
告
固
有
の
相
続

人
と
し
て
の
地
位
を
併

有
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
な
い
。

○

本
件
事
案
に
お
い
て
、

単
独
の
相
続
人
に
よ
る

遺
産
分
割
が
認
め
ら
れ

な
い
の
は
、民
法
上
、相

続
人
が
相
続
開
始
（
被

相
続
人
の
死
亡
）
時
に

被
相
続
人
の
財
産
に
属

し
た
一
切
の
権
利
義
務

を
承
継
す
る
こ
と
と
さ

れ
、複
数
の
相
続
人（
共

同
相
続
人
）
の
存
在
が

遺
産
分
割
の
当
然
の
前

提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

【
第
二
審
】
東
京
高
裁
平

成
26
年
9
月
30
日

平
成

26
年
（
行
コ
）
第
1
1
6

号

控
訴
棄
却
（
要
旨
）

○

き
ょ
う
だ
い
が
い
る

場
合
は
、
遺
産
分
割
等

が
あ
る
ま
で
は
1
次
相

続
の
未
分
割
遺
産
状
態

が
解
消
さ
れ
な
い
の
に

対
し
、
1
人
っ
子
の
場

合
に
は
2
次
相
続
に
よ

っ
て
1
次
相
続
の
未
分

割
状
態
が
解
消
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
不
合
理

と
は
い
え
ず
、
控
訴
人

の
主
張
は
採
用
で
き
な

い
。

最
高
裁
上
告
不
受
理
に
よ

り
確
定

こ
の
よ
う
に
、
最
後
に
相
続

人
が
一
人
と
な
っ
て
し
ま
う
再

転
相
続
の
ケ
ー
ス
で
は
、
第
二

次
相
続
開
始
の
瞬
間
に
未
分
割

状
態
が
解
消
さ
れ
る
た
め
、
第

一
次
相
続
の
遺
産
分
割
を
観
念

す
る
余
地
が
な
い
と
す
る
と
、

本
稿
の
第
二
法
と
し
て
提
起
し

た
方
途
も
そ
も
そ
も
考
え
る
余

地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
（
注
）
。

結
語

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
複

数
の
相
続
人
が
存
す
る
本
事
案

で
は
、
最
高
裁
判
例
を
重
視

し
、
第
二
案
に
よ
る
債
務
控
除

と
相
次
相
続
控
除
の
双
方
の
適

用
は
可
能
と
判
断
す
る
。

超
高
齢
化
社
会
を
む
か
え
、

連
続
す
る
相
続
案
件
は
も
は
や

稀
な
実
務
と
は
い
え
な
い
。
ま

た
実
務
上
は
、
今
回
の
考
察
の

よ
う
に
複
数
の
相
続
を
つ
う
じ

て
相
続
人
が
同
一
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
加
え
て
相
続
税
の

納
税
資
金
捻
出
の
た
め
不
動
産

を
譲
渡
し
譲
渡
所
得
税
が
生
じ

る
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
。
そ
の
な

か
で
最
小
納
税
額
を
試
算
す
る

実
務
家
に
と
っ
て
、
ま
ず
は
、

第
二
次
相
続
の
被
相
続
人
に
つ

い
て
の
第
一
次
相
続
の
遺
産
に

か
か
る
権
利
の
性
質
に
つ
い

て
、
相
続
税
法
に
お
け
る
解
釈

の
明
確
化
を
期
待
し
た
い
。

（
注
）こ
の
判
例
を
う
け
て
、
子

が
単
独
で
父
甲
の
遺
産
を
取
得

す
る
旨
の
父
甲
の
遺
産
の
分
割

協
議
が
母
乙
と
子
と
の
間
で
行

わ
れ
た
後
母
乙
が
死
亡
し
た
と

き
は
、
遺
産
分
割
協
議
は
要
式

行
為
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当

該
協
議
は
有
効
で
あ
り
、
こ
の

内
容
を
子
が
母
乙
の
死
後
「
遺

産
分
割
協
議
証
明
書
」
と
し
て

作
成
す
れ
ば
登
記
原
因
証
明
情

報
と
し
て
有
効
で
あ
る
旨
の
取

扱
い
が
平
成
28
年
3
月
2
日
、

法
務
省
民
事
局
民
事
第
二
課
長

通
知
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
こ
の
取
扱
い
は
、
母

乙
と
子
と
の
間
で
口
頭
で
も
遺

産
分
割
協
議
が
完
了
し
て
い
る

こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、

本
稿
で
考
察
す
る
、
本
来
の
再

転
相
続
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
紹
介
に
と
ど
め
る
。

連
続
発
生
し
た
相
続
事
案
に
係
る
相
続
税
論
点

〜
第
二
次
相
続
に
お
け
る
債
務
控
除
と
相
次
相
続
控
除
の
適
用
の
可
否
〜

山本 晋也
【東村山】
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